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重層的支援体制整備事業について

【Ⅰ 相談支援】

包括的な相談支援体制
・属性や世代を問わない相談の受け止め
・複合的課題など、単独の機関で解決が難
しい事例に関し、適切な相談支援機関等と
連携やコーディネートの実施
・支援が届いていない人に支援を届けたり、
潜在的な相談者の発見（アウトリーチ）

【Ⅱ 参加支援】

社会とのつながりや参加を支援
・地域の社会資源などを活用して社会との
つながりづくりに向けた支援
・就労や居場所など、本人のニーズを踏ま
えた丁寧なマッチング
・マッチング後、本人の状態や希望に沿っ
た支援が実施できているかのフォローアッ
プなど、定着に向けたサポート

【Ⅲ 地域づくりに向けた支援】

住民同士の顔の見える関係性の育成支援
・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保
・多分野のプラットフォーム形成など、交流・参加学
びの機会のコーディネート

障害分野の
相談・地域づくり

高齢分野の
相談・地域づくり

生活困窮分野の
相談・地域づくり

子ども分野の
相談・地域づくり

現行のしくみ

包括的な支援体制の整備に向けた
３つの支援の一体的な実施

ⅠからⅢを通じ、市町全体で“本人”や“世帯”を中心とした

継続的な伴走支援・多機関協働による支援を実施

相談・地域づくり事業の
一体的実施

それぞれの分野ごとに財源が別
⇒ 相談などの対象者も限定されている

分野を問わず、財源を一体化
（重層的支援体制整備事業交付金）

事業の実施による新たなしくみ

同じ財源のため、対象者を限定せず、
相談などの事業が実施できる

新 機 能

既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、
Ⅰ 相談支援、Ⅱ 参加支援、Ⅲ 地域づくりに向けた支援を一体的に実施する体制を整備する事業を創設
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機能 既存制度の対象事業等

第１号

イ

相談支援

【介護】地域包括支援センターの運営

ロ 【障害】障害者相談支援事業

ハ 【子ども】利用者支援事業

ニ 【困窮】自立相談支援事業

第２号

参加支援
社会とのつながりを回復するため、既存の取組で
は対応できない狭間のニーズについて、就労支援
や見守り等居住支援などを提供

第３号

イ

地域づくりに向けた支援

【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定め
るもの（地域介護予防活動支援事業）

ロ 【介護】生活支援体制整備事業

ハ 【障害】地域活動支援センター事業

ニ 【子ども】地域子育て支援拠点事業

【困窮】生活困窮者の共助の基盤づくり事業

第４号
アウトリーチ等を通じた継続的支援
訪問等により継続的に繋がり続ける機能

第５号
多機関協働
世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能

第６号 支援プランの作成（※）

重層的支援体制整備事業について（社会福祉法第106条の４第２項）

新

新

（注）生活困窮者の共助の基盤づくり事業、生活困窮者の福祉事務所未設置町村による相談支援事業は、第３号柱書に含まれる。
（※）支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。

新

新

重層的支援体制整備事業とは、以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯
に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業
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⚫ 市町村全体の支援関係機関で「包括的な支援体制」を構築できるようにする。
※新しい「窓口」をつくるものではない
➢ すべての住民を対象に
➢ 既存の支援関係機関を活かしてつくる
➢ 継続的な伴走支援に必要な「協働の中核」「アウトリーチ等の継続的支援」「参加支援」の機能を強化

⚫ 支援体制に必要な費用について、各分野統一して「重層的支援体制整備事業」を実施するための費用として財政支援を行う。
➢ 各分野で定められた相談支援機関の機能を超えた支援が可能となる。

⚫ これまでも各分野ごとに包括的かつ継続的な支援を指向してきたところであるが、今一度地域共生の理念を共有し、支援関係
機関の連携し市町村全体の包括的な支援体制の構築に取り組むことで、多様な分野と連携したソーシャル・ワーク・仕組みづく
りを一層充実させることができる。

子
ど
も

障
害

高
齢

生活保護

関係性の貧困／
狭間のニーズ複合的な課題

生活困窮

子
ど
も

障
害

高
齢

生活保護

生活困窮

重層的支援体制整備事業の意義

3



■ 重層的支援体制整備事業
栃木市【平成28(2016)年度～】
市貝町【平成28(2016)年度～】
野木町【令和元(2019)年度～】

■ 重層的支援体制整備事業への移行準備事業
小山市【令和２(2020)年度～】
那須塩原市【令和３(2021)年度～】
さくら市【令和２(2020)年度～】
那須烏山市【平成30(2018)年度～】
壬生町【令和３(2021)年度～】
高根沢町【平成30(2018)年度～】
那珂川町【平成30(2018)年度～】

県内では、令和４(2022)年度現在、全25市町のうち、計10市町で国の交付金や補助金を活用しながら、包括的な支援体制の
整備に向けた取組が進められており、うち３市町は、令和４(2022)年度から社会福祉法に定められた「重層的支援体制整備事
業」を実施している。

以下の【カッコ】内は、
国のモデル事業や補助事業を活用しながら取組を開始した年度

県内における重層的支援体制整備事業の実施状況


